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１．委員会及び懇談会を設置して、内外の産業経済問題等に関して意見をとり
まとめ、これを表明し、その実現を図ること。（定款第４条第１号関係）

⑴　経済政策等に対する提言
①　経済政策に対する提言
　わが国が引き続き成長力を維持していくためには、企業や個人の活力を最大限
に発揮させ、生産性を持続的に高めていくことが必要である。そのためには、簡
素で効率的な行政システムへの構造改革を進め、地方分権・道州制への動きを加
速させるとともに、改革が遅れている地方の農業や地場産業・サービス産業の事
業構造を抜本的に改革し、地方経済を再生・活性化することが必要である。さら
に、わが国経済の牽引車となっている製造業においても、グローバル競争に勝ち
残っていくためには、先端技術研究の促進や高度人材の確保など不断の取り組み
が不可欠である。
　以上のような基本的な認識に立って、経済政策委員会において、道州制の実
現に向けた地方の構造改革、地方経済の再生・活性化の実現、活力ある地域経済
の明日に向けての３項目を柱とする「経済政策に対する提言」を11月にとりまと
め、政府、自治体、関係省庁等に提言した。
　また、当地域の景況感を把握するために「景気動向等に関するアンケート」を
実施し、６月、９月、12月、平成20年３月にそれぞれとりまとめ、「中部地域の
景況感の現状と見通し」として情報提供した。

②　税制改正に対する提言
　わが国が安定した経済成長を維持していくためには、個人・企業の活力を最大
限に引き出すことが不可欠であり、直接税に偏った現在の体系から、負担が勤労
世帯に偏らず幅広い世代が公平に負担する消費税を中心とするものに移行すると
ともに、企業の国際競争力を後押しするために法人実効税率を引き下げる必要が
ある。
　以上のような税制の抜本的な改革の必要性を踏まえて、税制委員会において、
法人税制について、地方税制のあり方、個人税制についてなど４項目を柱とする
「税制に対する意見」を10月にとりまとめ、政府・関係省庁等に要望した。
　また、11月に開催された自由民主党の「商工・中小企業関係団体委員会、経済
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産業部会合同会議」の場においては、税制改正に対する重点要望事項として、研
究開発促進税制の拡充など７項目について要望した。

③　経済法規に関する諸問題の調査研究・提言
　独占禁止法については、平成17年改正における「課徴金に係る制度の在り方、
違反行為を排除するために必要な措置を命ずるための手続の在り方、審判手続き
の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる」との
見直し条項を受けて、内閣府に設置された独占禁止法基本問題懇談会などで審議
が行われてきた。
　平成19年度からは、政治の場でも検討が始まり、５月に開催された自由民主党
の「独禁法調査会」では、改正された独占禁止法に対する経済界へのヒアリング
が行われ、各界の代表者が意見具申を行った。本会からは、平成18年８月に内閣
府の独占禁止法基本問題懇談会の「論点整理」に対して提出したパブリック・コ
メントに沿って、課徴金と刑事罰の併科や公正取引委員会の審判の在り方の見直
しについて要望した。

⑵　新技術創出、先端的企業・研究機関の誘致等産業技術中枢圏域形成に向けた活動
①　「ナノ構造研究所（ナノテクセンター）」の設立・運営支援
　中部産業振興協議会（会長：川口会長）の提言による「ナノテクセンター設立
構想」を踏まえ、自治体や企業などの支援のもとに、本会が㈶ファインセラミッ
クスセンターと共同で設立準備作業を進めてきた「ナノ構造研究所（ナノテクセ
ンター）」を４月19日、㈶ファインセラミックスセンター内に設立した。
　「ナノ構造研究所」は、ナノ材料の機能・特性の解析ならびに評価技術に特化
しており、産官学連携により、世界のトップをいく研究レベルと産業界にとって
真に役に立つワンストップサービスの窓口として地域に密着した中核センターを
標榜している。
　平成20年１月10日には、新研究棟（電子顕微鏡棟）が完成し、竣工式が執り行
われ、世界トップレベルの電子顕微鏡４台を平成22年度までに順次整備していく
計画となっている。

②　中部の自治体およびGNIと連携した海外企業誘致活動の展開
　本会は、既存産業の高度化と新産業の育成のためには国内のみならず海外への
積極的な企業誘致活動を展開する必要があるとの認識に立ち、中部経済産業局が
中心となって進めている対日投資促進事業であるグレーター・ナゴヤ・イニシア
ティブ（GNI）とも連携し、ドイツにおけるナノテク分野を対象とした対日投資関
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心企業の発掘調査を実施した他、平成18年度の海外企業誘致ミッションで対日投資
に関心のあった企業の招聘事業に協力した。
　また、６月に「企業誘致連絡会議」を開催し、中部５県・名古屋市と企業誘致戦
略について協議した他、GNIの戦略策定やGNI主催の海外企業を招聘したビジネス
セミナー等に推進メンバーの一員として参画した。

③　飛行研究施設の誘致
　全国の航空宇宙産業生産売上高の50％を占める中部地域は、国内航空宇宙産業の
中心的役割を果たしており、新たな国産ジェット機の開発や国際協力によるB787
型機の開発、H－ⅡAロケットの生産などが進められている。
　今後とも、航空宇宙産業を当地域の基幹産業として持続発展させることが重要で
あり、７月には、神田真秋愛知県知事等とともに文部科学省、経済産業省、()独宇宙
航空研究開発機構に対し、愛知県営名古屋空港の隣接地への飛行研究施設の設置に
ついて要望を行った。

④　情報通信分野における先進的研究拠点の整備推進
　()独情報通信研究機構等の情報通信分野における先進的研究開発拠点を、愛知県が
計画中の「知の拠点」づくりへ具体的に組み込むため、県の研究開発テーマ検討会
等で具現化に向けた継続的な提案を実施した。また、12月に本会がとりまとめた提
言「ITS活用による安心・安全・豊かなまちづくりに向けて」、ならびに()独情報通
信研究機構もメンバーとして参画している東海総合通信局主催の「ものづくり現場
におけるICT利活用に関する調査検討会」等において、情報通信分野の研究拠点の
必要性や具体案を提案した。

⑤　「ITS活用による安心・安全・豊かなまちづくりに向けて」に関する提言
　自動車に大きく依存・関与するわが国の「車社会」の代表的地域である中部地域
は、将来的なあるべき交通社会のビジョンを広く世界に向けて発信していく使命と
力を有する地域であり、当地域においてITSの先導的推進を図る必要がある。
　以上のような認識に立って、情報通信委員会において、しみん主役の新たなま
ちづくり～広小路で体感できる実証モデルを～、ITS活用による環境への貢献（渋
滞緩和によるCO2削減）～ETC機能の活用等による有料道路の有効活用促進～、中
部の未来のために（「知の拠点」への期待・要望）の３項目の提言を盛り込んだ
「ITS活用による安心・安全・豊かなまちづくりに向けて」を12月にとりまとめ、
愛知県等に提言した。
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⑥　情報セキュリティ人材の育成
　ソフトピアジャパンの情報のセキュリティ人材育成に向けた取り組みについて
は、中部地域における高度セキュリティ人材の育成につながるものであり、講演会
企画等の支援を行った。

⑶　中部における文化・観光事業の支援・推進
①　広域観光振興の推進
　東海北陸自動車道の全線開通（平成20年７月予定）により、飛騨地域は中部地
域、北陸地域における広域観光の拠点となることが期待されている。本会会員の観
光関連企業を中心メンバーとしたワーキンググループによる調査研究（わが国観光
の現状、飛騨地域の現状と課題、視察によって確認された事項）を踏まえ、文化・
観光委員会において、新しい広域連携・広域観光の「しくみ」（LLP・LLCの制度
を活用した広域観光組織の設立と新しいビジネスモデルの構築、広域観光振興が取
り組む主な事業）、公共交通機関の結節改善による利便性の向上と地域間を結ぶ交
通インフラ整備の促進、外国人観光客に対する「おもてなし」の向上、新たな観光
プラン・資源の開発の４項目の提言を盛り込んだ「飛騨地域を事例とした広域観光
のあり方」を６月にとりまとめ、岐阜県等に提言するとともに、７月には、岐阜県
が主催する観光の勉強会において、本提言に関する講演を実施した。
　一方、「中部広域観光推進協議会」（会長：川口会長）が当地域の広域観光交流
圏の形成を目指して設置した「中部観光戦略策定委員会」に参画し、当地域の観光
ビジョン策定に協力した。

②　「Central Japan」の改訂・発行
　中部地域の魅力を世界に広く紹介するための英文PR誌「Central Japan」を10月
に第８版として改訂した。特に今回は、本編の企画編集の大幅な刷新を行うととも
に、別冊・企業誘致編「The Leading-Edge Industrial Center for the World」の改
訂に加え、新たに英語版DVDを作成した。これらを、海外諸国・主要都市の商工
会議所、在日外国公館、在日外国商工会議所、在外国日本公館、JETROおよび各
県の海外事務所、わが国に進出している外資系企業、中央省庁・地方行政機関の国
際関連部署、中部地域の大学や国際関連機関に配布し、当地域での国際イベントで
活用するなど、当地域への直接投資、先端企業・研究機関の誘致、海外からの研究
者・留学生・観光客の誘致に活用することに努めた。

③　国際コンベンションの誘致活動
　平成22年（2010年）に開催予定の「第10回生物多様性条約締約国会議：COP10
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（生態系保護や生物資源の持続可能な利用などを目的とする国際会議）」の誘致に
向けて、愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所とともに、誘致委員会を６月に設立
し、川口会長および箕浦宗𠮷名商会頭（当時）が代表に就任した。
　また、同年開催予定の「アジア太平洋経済協力会議：APEC」の主要会合の誘致
についても、愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所とともに、大規模国際会議開催
計画策定委員会を５月に設立し、経済産業省、外務省に対して要望書を提出した。

④　名古屋城本丸御殿復元事業に対する支援協力
　名古屋市は、平成22年（2010年）に名古屋城が築城開始から400年を迎えるにあ
たり、戦災により焼失した名古屋城本丸御殿の復元事業を進めている。この事業の
実施にあたり、名古屋市から地元経済界に対して復元機運の一層の盛り上げへの協
力要請とともに、復元事業にかかる資金協力として寄付募集の支援要請があった。
　この要請に対し、本会では本事業が中部地域の広域観光・文化交流の推進、ひい
ては中部圏の活性化に寄与するものであることから、名古屋商工会議所との連携の
もと、名古屋市が主導する寄付要請が円滑に進むよう、会員企業へ協力要請を行う
など側面的な支援活動を展開した。

⑷　中部国際空港の利用促進と二本目滑走路実現への取り組み
　本会は、中部国際空港利用促進協議会（代表理事：川口会長、岡田邦彦名古屋商工
会議所会頭）と連携して、二本目滑走路の実現と、中部国際空港の利用促進・需要拡
大に向けて、次の事業を推進した。
①　二本目滑走路の実現に向けた活動
ⅰ　中央への要望活動
　わが国におけるものづくりの拠点として中枢的な役割を担ってきた中部地域
が、今後とも国際競争力を持って発展していくためには、中部国際空港が国際水
準の機能を備えた利便性の高い空港であり続けることが不可欠であるという共
通認識のもとに、５月、７月ならびに11月に、本会および岐阜県、愛知県、三重
県、名古屋市、名古屋商工会議所、中部国際空港㈱は合同で、二本目滑走路の整
備に関し、首相官邸、自由民主党、国土交通省等への要望活動を展開した。
　要望では、６月21日の交通政策審議会航空分科会の答申に、中部国際空港のあ
り方として「完全24時間化を検討し、フル活用を図る」旨が明記されたことを受
けて、二本目滑走路の必要性についての理解と、社会資本整備重点計画や国土形
成計画に明確な位置付けがなされるよう求めた。
　この結果、平成20年２月に国土審議会において国土形成計画の全国計画が答申
され、中部国際空港について「国際拠点空港としてふさわしい路線の開設や増便
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を推進しつつ、国際航空貨物も含めた需要動向を踏まえ、完全24時間化を促進
し、フル活用ができるよう空港機能の充実を図る」と位置付けられた。

ⅱ　中部国際空港二本目滑走路整備促進会議の開催
　本会および、岐阜県、愛知県、三重県、名古屋市、名古屋商工会議所、中部
国際空港㈱は、５月23日、「中部国際空港二本目滑走路整備促進会議」を開催し
た。同会議は、中部国際空港の二本目滑走路が、当地域の国際化や経済発展に不
可欠であるとの認識のもとに、国が策定中の社会資本整備重点計画および国土形
成計画において明確な位置づけがなされるよう地元から中央に積極的な働きかけ
を行うことを目的に開催されたものである。
　神田真秋愛知県知事から二本目滑走路の必要性について説明が行われるととも
に、川口会長からは、真に24時間運用可能な空港であるためには二本目滑走路が
不可欠であり、①地元自治体・経済界が一丸となって推進することを決議する、
②中央への積極的な働きかけを早急に実施する、③地元関係者による推進組織を
立ち上げる、の３点を提案し、承認された。

ⅲ　自由民主党中部国際空港拡充議員連盟の設立
　自由民主党中部国際空港拡充議員連盟の設立総会が５月、東京で開催され、岐
阜、愛知、三重、静岡の各県選出国会議員17名が出席するとともに、国からは鈴
木久泰国土交通省航空局長等、地元側からは川口会長、神田真秋愛知県知事、平
野幸久中部国際空港㈱社長等が出席した。
　総会では、はじめに川崎二郎衆議院議員から設立趣旨が説明された後、神田知
事による地元側挨拶が行われ、川口会長からは二本目滑走路の必要性を訴えた。
また、平野社長から中部国際空港の現況について報告が行われた。総会の最後に
は、二本目滑走路の早期実現に向け一丸となって取り組んでいくことが決議され
た。

ⅳ　中部国際空港二本目滑走路建設促進期成同盟会の設立
　二本目滑走路実現に向けた諸活動の結果、中部国際空港二本目滑走路建設促進
期成同盟会が平成20年４月に設立される予定となり、また、設立に先駆けて準備
会が設置されるなど、二本目滑走路の早期整備に向けた地元推進体制の強化が着
実に進展する見込みである。

②　航空需要の拡大と航空路線の拡充
ⅰ　エアポートセールスの実施
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　９月に派遣した北米経済視察団の派遣に合わせて、アメリカ合衆国、カナダの
主要エアライン各社に対してエアポートセールスを実施した。ノースウエスト航
空、エア・カナダ、コンチネンタル航空、ユナイテッド航空、UPSの５社を訪問
し、各社に対し中部の活発な経済活動を紹介するとともに、中部地域の企業の進
出状況やセントレアの機能的な優位性を説明し、ユーザーである経済界として新
規路線の就航を要望した。

ⅱ　「フライ・セントレア2007」の実施
　中部国際空港利用促進協議会は、中部国際空港への新規就航路線を定着させる
とともに、既存路線の増便、さらなる新規路線拡充に繋げるよう旅客・貨物両面
での中部国際空港を優先して利用することを働きかける 「フライ・セントレア
2007」を実施した。
　このキャンペーンでは海外旅行者の増大を図るため、セントレア直行便の優
先利用を呼びかけるキャンペーンポスターを５月に作成するとともに、７月と10
月には、海外出張の際、より一層便利に中部国際空港発の海外直行便を利用で
きるよう、当地域企業の海外拠点への乗り継ぎが一目でわかる時刻表や航空各社
のサービス内容などのビジネス旅客向けの情報を紹介する「フライ・セントレア 
ビジネス便利帳」を発行し、いずれも本会会員企業をはじめ主要企業や旅行会社
などへ配布した。
　また、愛知、岐阜、三重、静岡、長野の各県に拠点を置く海外出張の多い企業
の役員秘書や海外出張担当者と、中部国際空港に就航している各航空会社のセー
ルス担当者との意見交換の場を提供する「フライ・セントレア意見交換会」を
11月に開催した。昨年に続き２回目の開催となる今回は、参加者約150名にのぼ
り、航空会社毎にブースを設けることで、各航空会社と各企業の担当者との活発
な意見交換が実現し、相互の理解を一層深めることができた。
　さらに、わが国に在住するブラジル人の約６割が当地域に集中していることか
ら、ブラジル人の中部国際空港の利用拡大を図るため、平成20年３月、中部国際
空港からブラジルへ便利に行ける航空会社の紹介や、空港内施設・駐車場、空
港への交通アクセス方法などを掲載した「セントレア利用ガイド（ポルトガル語
版）」を30,000部作成し、在日ブラジル人が多い当地域の自治体や、南米系旅行
代理店、レストラン、ブラジル総領事館等へ配布した。

ⅲ　「ウエルカム to セントレア2007」の実施
　中部国際空港と結ばれている国内線については、万博閉幕後の利用者数が頭
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打ち傾向にあることから、中部国際空港利用促進協議会は、昨年に引き続き「空
港間連携事業」を実施した。これは中部国際空港との路線が就航している国内の
各空港及びその支援団体に対して、両空港が連携した利用促進活動の早期具体化
を提案するもので、相互の地域への観光客の誘致や同路線の維持・機材拡大や増
便などを目的に活動している。今年度は、新千歳、函館、青森、秋田、花巻、米
子、徳島、松山、福岡、大分、鹿児島、那覇の12空港を訪問した。各地方空港の
空港支援団体からは、中部国際空港との路線を利用した旅行商品の造成や、中部
国際空港旅客ターミナルビルでの物産展の開催、マスメディアを利用した旅行商
品紹介などの提案があり、順次具体化に向け調整を進めた。
　また、平成19年度末に予定されていた東海北陸自動車道の全線開通（平成20年
７月に延期）により、北陸地域と中部国際空港とのアクセス利便性向上が期待さ
れるため、９月に富山市、金沢市において、名古屋エアラインズアソシエーショ
ン（NAA）、中部国際空港㈱と共同でキャラバン事業を実施した。現地旅行代
理店を対象にセミナーを開催し中部国際空港をPRするとともに、中部国際空港
発の旅行商品造成を依頼するなどプロモーション活動を行った。さらに、富山
県、石川県両副知事を表敬訪問し、同自動車道の全線開通を契機とした中部国際
空港からのインバウンド需要拡大の可能性について理解を求めた。

ⅳ　訪日外国人旅行客誘致事業
　中部国際空港利用促進協議会は、ビジット・ジャパン・キャンペーン(VJC)事
業「アニメ文化発信による交流促進事業」として、８月に名古屋で開催された
「世界コスプレサミット」に参画し、その一環として、中部国際空港において同
サミット参加者を招いて「セントレア歓迎交流会」を開催した。
　「世界コスプレサミット」は、海外での日本漫画・アニメーションの人気を紹
介するイベントであり、今回は世界12カ国から約200名の「コスチュームプレイ
ヤー」が集結し、10,000人の観客を動員した。名古屋で生まれた当イベントを発
展させていくことで、世界における名古屋の認知度を高め、訪日外国人旅行客の
誘致を推進することを目的に参画した。

ⅴ　貨物需要拡大に向けた取り組み
　中部国際空港利用促進協議会の後援のもと、中部国際空港㈱が「セントレア・
ビジネス・ミーティング」を11月に名古屋、東京において開催し、稲葉良 取
締役社長が中期的な営業戦略の方向性を説明した。その中で、航空貨物について
は、大韓航空と共同開発した国際貨物便の新サービス「セントレア・コネクショ
ン」を発表した。これは、韓国の仁川空港を経由することで、欧米・アジアの10
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都市のルートを設定し、成田空港等からの直行便より割安な価格でサービスを提
供することにより、中部国際空港の航空貨物取扱量の拡大を図るものである。当
日は航空会社、物流事業者、観光・旅行事業者等が多数参加した。
　また、中部国際空港利用促進協議会は、12月に「フライ・セントレア・カーゴ
パートナー企業説明会」を開催した。「フライ・セントレア・カーゴ」とは、地
元の荷主企業やフォワーダーに対して、航空貨物の中部国際空港優先利用を呼び
かけ、航空会社へ地元の潜在需要が高いことをアピールすることによって、中部
国際空港への航空貨物便の新規就航・増便を図っていく事業である。当日は、中
部国際空港の航空貨物に関する現状と課題を報告するとともに「フライ・セント
レア・カーゴ」のパートナー企業になることのメリットを提案し、賛同を依頼し
たところ、賛同企業は23社に達した。

ⅵ　名古屋出張所野跡検疫場の畜舎拡充に関する要望活動
　わが国は主にボーイング747貨物専用機を使用してカナダから食肉馬を多く輸
入しており、１便あたり115頭程度の食肉馬を例年60便ほど空輸している。ま
た、その輸入量は年々増加しているものの、運送事業者等が積極的に中部国際空
港を利用しない状況が発生している。これは、中部国際空港への到着時に食肉馬
が名古屋出張所野跡検疫場の畜舎に係留されることとなるが、同畜舎の収容能力
が最大86頭分しかなく、１便あたりの輸送効率が悪くなることが要因としてあげら
れる。このため、中部国際空港利用促進協議会は、農林水産省消費安全局および
横浜検疫所に対して、名古屋出張所野跡検疫場の畜舎の拡充について要望した。

　以上の活動の結果、中部国際空港の国際線の旅客便は夏ダイヤで週354便に達
し、３年連続で増加した。一方、国際線貨物専用便数、貨物取扱量については平成
18年度後半から減少傾向に歯止めがかからない状況が続いており、今後の利用促進
活動についても、貨物需要拡大に向けた対策に重点的に取り組む必要性が明確と
なった。

⑸　中部の新道路ネットワークビジョンの実現、中部の港湾機能強化など社会資本の
整備推進
　①　「中部の新道路ネットワークビジョン」の実現に向けた要望活動

ⅰ　中央日本広域国際交流圏の形成
　中央日本広域国際交流圏を形成する社会基盤の強化に向けて、関連する中部
５県１市の長と経済界が連携を強化し、広域的な観点から地域整備を検討するた
め、シンポジウム「中央日本交流・連携サミット」を７月に開催するとともに、
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ここで採択した共同宣言を「中部の社会・経済基盤の強化に関する要望」として
とりまとめ、国土交通省、財務省に要望した。

ⅱ　東海北陸自動車道
　本会ならびに北陸経済連合会は、冬柴鐵三国土交通大臣をはじめとする国土交
通省幹部や()独日本高速道路保有・債務返済機構幹部に対して、東海北陸自動車道
の早期全面開通と道路整備財源の確保等に関する要望活動を６月と11月に実施し
た。

ⅲ　名古屋環状２号線
　「名古屋環状２号線早期整備促進会議」（代表幹事：川口会長、箕浦宗吉名古
屋商工会議所会頭）では、東部・東南部区間の平成22年度開通に目途がついたこ
とから、西南部・南部区間の基本計画区間から整備計画区間への格上げに向けて
署名活動を行い、約25万名の整備促進を求める署名が集まった。平成20年２月に
は、自由民主党、国土交通省に対して、地元行政と一体となった要望活動を展開
した。

ⅳ　東海環状自動車道
　東回り区間の開通に伴う効果について検証し、西回り区間の早期開通に向けて
の機運を高めるため、東海環状地域整備推進協議会（代表理事：川口会長ほか５
名）や東海環状道路建設促進期成同盟会等との共催で「東海環状自動車道シンポ
ジウム～東海環状都市帯の新たな連携～」を９月に開催した。

ⅴ　伊勢湾口道路等
　伊勢湾口道路の建設促進を図ることを目的に、伊勢湾口道路・東海南海連絡道
合同建設促進大会が10月に開催され、伊勢湾口道路整備の必要性について意見発
表を行った。

ⅵ　中部の新道路ネットワークビジョンの改訂
　地元行政・経済界が一体となり、川口会長、神田真秋愛知県知事、箕浦宗吉名
古屋商工会議所会頭等が「国際競争力強化プロジェクトを支える広域幹線道路の
整備促進要望」を７月、8月、11月、平成20年１月に国土交通省、()独日本高速道
路保有・債務返済機構等に対して実施した。
　本ビジョンを「中部の新道路ネットワークビジョン2007年12月」として改訂を
行い、平成20年２月に、ネットワークビジョン実現に向けて、自由民主党、国土
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交通省に対して要望活動を展開した。

②　リニア中央新幹線の早期着工機運の醸成
　リニア中央エクスプレス建設促進愛知県期成同盟会に参画し、関係諸団体と連携
を図りながら、その早期実現に向けた活動を展開した。

③　中部の港湾機能強化の推進
　大交流・大競争時代の中で、名古屋港、四日市港をスーパー中枢港湾に指定され
た港湾にふさわしい機能を強化していくとともに、三河港、清水港など中部地域の
物流を支える港湾のさらなる港湾機能の強化を図ることが必要である。
　本会は、愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所、名古屋港管理組合とともに、名
古屋港飛島ふ頭南側大水深コンテナターミナルや鍋田ふ頭コンテナターミナルの早
期整備、名古屋港の整備拡充等を７月に国土交通省に要望した。

④　「ITS」の導入実現に向けた活動
　中部国際空港の開港や愛・地球博の開催を契機に、中部地域のETCの普及促進
等に弾みがついた状況を踏まえ、愛知県ITS推進協議会等に引き続き参画し、ITS
を活用した交通施策の導入推進活動を展開した。

⑤　社会資本整備PR活動
ⅰ　社会資本整備PR活動の実施
　本会が事務局となり、国土交通省中部地方整備局、同省中部運輸局、岐阜県、
静岡県、愛知県、三重県と名古屋市、静岡市、浜松市等で構成する「まんなかビ
ジョンPR実行委員会」では、中部地域の発展にとって必要な社会資本整備につ
いて正しい理解を深め、整備の円滑な推進を図るため、テレビ番組を通じたPR
活動を平成14年度から実施している、本年度は、30分のテレビ番組を４回、下記
のとおり放送した。
　また、全国への情報発信として、テレビ番組の放送開始に合わせてホームペー
ジを開設し、番組放送で取り上げた事例も含めた各地域での社会資本整備につい
ての様々な取り組みをクイズ形式で出題するなど、楽しみながら理解を深められ
る内容とした。
⒜　テレビ番組
　景観・環境、地域の活性化、安全・安心、国際競争力について各地域での具
体的な取り組み事例をクイズ形式で紹介する30分番組を４回にわたって放送し
た。また、番組内でも視聴者参加型クイズのコーナーを設け、電話でクイズに
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答えると、正解者の中から抽選でご当地グルメが当たる企画を取り入れた。
•タイトル：「中部がげんき！日本どまんなか検定」
•放送日とテーマ：
　　　　　９月24日（東海テレビ）、９月29日（テレビ静岡）「景観・環境」
　　　　　11月22日（東海テレビ）、11月23日（テレビ静岡）「地域の活性化」
　平成20年１月14日（東海テレビ）、１月19日（テレビ静岡）「安全・安心」
　　　　　２月21日（東海テレビ）、３月１日（テレビ静岡）「国際競争力」
⒝　ホームページの開設
　番組ホームページからも中部４県（愛知、三重、岐阜、静岡）の各地で「中
部のげんきの源」を探る検定問題を出題し、各地域での社会資本整備の取り組
みを紹介した。テレビと同様にWebからもクイズに答えて正解者の中から抽
選でご当地グルメが当たる企画を取り入れた。

ⅱ　エクスカーションの普及促進
　地域の自然や歴史・文化などについての専門家（語り部）の解説や、参加者の
現地体験・議論を通して、地域社会の発展に寄与している社会資本に対する理解
を深めていく「エクスカーション（体験型見学会）」を推進・普及した。また、
明日の中部を創る21世紀協議会内に設置した「エクスカーション推進委員会」の
事務局では、四半期毎にエクスカーションの実施実績および実施予定を公表する
などの情報発信を行った。

２．内外の産業経済問題等を調査研究し、その成果を普及すること。
　（定款第４条第２号関係）

⑴　中部州の実現に向けた活動の展開ならびに地方分権の推進
①　提言「道州制の実現に向けて」の発表
　わが国の社会経済情勢の基調が大きく変化する中で、21世紀における国のあり方
を考えた時、経済・社会のダイナミズムを取り戻し、安心・安全・魅力と活力に溢
れた地域社会を構築することが喫緊の課題である。このためには、経済社会のあ
らゆる分野での構造改革の断行が必要であり、行政制度も例外ではない。地方の創
意工夫と活力を喪失せしめている中央集権体制を打破し、自立と自己責任の下で特
性に応じた地域経営を展開し、個性豊かな圏域を形成できる真の地方分権体制へ
移行することが不可欠である。国・地方を通じた行政制度および税財政制度を抜本
的に変革する究極の構造改革として道州制の実現が必要である、との基本的な認識
に立って、広域行政委員会において、ⅰ）道州制下における国・州・基礎自治体の
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新たな役割分担、ⅱ）新たな役割分担に対応した職員の移動と税財政制度の姿の試
算、ⅲ）道州制実現へのプロセスの、３項目を柱とする「道州制の実現に向けて－
新しい国と地方の役割分担ならびに税体系の再構築に関する考察－」を平成20年２
月にとりまとめ、政府、関係省庁等に提言した。

②　自民党道州制推進議連等との連携、中部各県地方議員による道州制推進議員連
盟立ち上げに向けた働きかけなど
　本会は、自由民主党道州制推進議員連盟および同党道州制調査会と連携し、道州
制の実現に向けた諸活動を展開した。
　４月に道州制調査会の「道州と国の役割分担に関する小委員会」の求めに応じ意
見陳述を行った他、11月に道州制調査会を改組して発足した総裁直属機関「道州制
推進本部」とも情報交換を行った。
　また、中部地域における新たな議員連盟の立ち上げを促す働きかけを行うととも
に、既存の議員連盟との関係維持に努めた。

③　道州制検討協議会の開催
　中部５県の広域行政担当の部局長、学識経験者および本会事務局幹部で構成する
「道州制検討協議会」を５月に開催し、道州制シンポジウムの開催計画および本会
の事業計画等について意見交換を行った。

④　「道州制ビジョン懇談会・道州制協議会」における意見反映
　道州制担当大臣の私的懇談会として平成19年２月に発足した「道州制ビジョン懇
談会・道州制協議会」は、平成20年３月までに17回の会議を重ね、中間報告（平成
20年３月公表）をとりまとめた。本会からは川口会長が参加し、積極的に意見表明
を行った。

⑤　道州制シンポジウムの開催
　本会は、道州制に関する議論を喚起し導入機運を高めることを目的として、本会
会員のみならず地域住民・地方自治体職員等幅広い方々を対象としたシンポジウム
を、他団体・関係機関の協力を得て11月と平成20年１月の２度にわたり開催した。

⑥　市町村合併の支援
　基礎自治体の基盤拡充を図るためには、さらなる市町村合併が必要であることか
ら、本会からは、山内専務理事が愛知県市町村合併推進審議会に委員として参画し
て、市町村合併推進に向け積極的に意見を述べた。
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⑦　中央地域への首都機能移転
　近年、首都機能移転に関する議論は膠着状態にあるが、本会は、首都機能移転が
地方分権の確立や東京一極集中の是正などを実現する国全体の構造改革であるとの
認識の下、中央地域への首都機能移転を目指して、地元行政などと連携した活動を
展開した。

⑵　社会経済制度の問題に関する研究
①　人口減少・少子高齢化問題に関する調査研究
　わが国経済は、巨額の公的債務を抱えながら、高齢化と人口減少が進んでいくと
いう極めて厳しい状況が予想されており、地域経済や地域社会に大きな制約を与え
ることになる。
　このような問題意識の下に、平成18年７月に社会経済制度委員会においてとりま
とめた提言をベースとして「人口減少社会に適応した新しい地域づくり」について
調査研究し、以下のような論点整理を行った。
•社会資本整備を含めた地域づくりのあり方についての認識を根底から見直してい
かなければならず、都市部においては、無秩序な郊外への拡散を抑制するととも
に、都市の再生・再配置や人口の再結集などを通じて、社会資本の効率的な配分
につなげていく必要がある。
•地方においては、人口が少なくなる農山村地域をどのように活用していくか、あ
るいは維持が困難になる地域にどう対応していくか、検討しておく必要がある。
•長期的・継続的な都市と地方の再生プログラムとして、居住エリアについては、
再集結エリアへの重点投資や、税制による市街地への誘導、産業エリアでの高齢
化対応、農山村エリアでの過疎化や消滅集落への対応、公共サービス等を効率的
に提供し続けるための戦略的な資源配分等について検討していく必要がある。

②　愛知県「少子化対策推進会議」への参画
　愛知県では、行政、県民、事業者が一体となって、子育て環境の整備・少子化対
策の推進に取り組むために、少子化対策推進条例を４月１日から施行しており、そ
の推進母体となる少子化対策推進会議を設立することとなった。
　愛知県の要請を受けて、本会は同会議に参画することとし、11月６日に開催され
た第1回目の会合では、川口会長からは「子育てにやさしい企業には、優秀な人材
が集まり、活力も高まるものと確信し、積極的に推進していきたい」として、子育
て応援宣言に賛同する旨意見を表明し、「あいち子育て応援宣言」が採択された。
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⑶　地域活性化・都市機能の強化、国土形成計画策定に当たっての意見表明
①　国土形成計画策定にあたっての意見反映
　国と地方の協働により新たに策定する中部圏広域地方計画に対して、中部圏広域
地方計画協議会準備会において、魅力と活力溢れる中部を実現する観点に基づき、
中部国際空港の二本目滑走路の整備等を計画案に織り込むよう意見反映に努めた。

②　地域活性化・都市機能強化
　地方中核都市の再生策について、今後の取組みの方向性などを整理した。また、
名駅・笹島、堀川地区や名古屋ウォーターフロントの再開発の促進、前島を含む
中部国際空港周辺地域の開発整備の促進を図るべく、関係機関への情報収集を行っ
た。

⑷　地球環境・資源問題・広域防災等への対応
①　「広域環境ループ」構築の推進
　産業廃棄物処理については、県境を越えた広域の視点で総合的に検討することが
必要であり、動脈産業と静脈産業が広域的に環境ループを形成することによって資
源循環型社会を構築することを目指している。
　本会は、産業廃棄物の広域的な処理を検討する中で、平常時はもとより大規模な
地震時に発生する大量の震災廃棄物に焦点を当て、中部圏における産業の早期復興
という観点から、中部５県２市および国の出先機関で構成する検討会、ならびに資
源環境委員会のもとに専門委員会を設置し、広域的な視点による廃棄物処理につい
て調査検討を行った。

②　産業廃棄物処分場の新規整備に向けた積極的支援
　産業廃棄物処分場の新規整備に向けて、関係自治体など関係機関との連携を図り
ながら早期整備を目指した支援活動を行った。
　愛知県で計画している衣浦港３号地最終処分場については、要望活動を通じて建
設事業の円滑化を図ったことに加え、本件の処分場整備を進めるために必要となる
埋立終了後の跡地利用について、会員企業等へのアンケート調査を通じて用地利用
ニーズを把握し、処分場の整備計画に反映した。

③　防災協働社会形成に向けた活動
　東海地震、東南海・南海地震等巨大地震の切迫性が指摘されており、防災への取
り組みは喫緊の課題である。そのため、国においては、対策大綱および地震防災戦
略を策定し、10年間で死者数および経済被害の半減を目指す減災社会の実現に向け
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た取り組みを展開している。
　その具体的な取り組み項目の中には、建物の耐震化、BCP（事業継続計画）策定
支援、緊急地震速報の活用など、企業防災力の向上に欠かせない重点項目も含まれ
ており、企業に対する役割や期待が大きい。
　こうした中、平成19年３月に能登半島地震、７月には中越沖地震が相次いで発生
して甚大な被害がもたらされ、特に中越沖地震においては、自動車部品メーカーの被
災により日本全国の自動車生産が停止し、BCPの重要性があらためて認識された。
　そこで本会では、会員企業の防災意識の高揚および防災力の向上を図るため、企
業防災連絡会を10月と平成20年３月に開催し、会員企業の地震対策の取組み事例
の紹介や10月１日から本格運用された緊急地震速報など、防災に関する情報提供を
行った。
　また、巨大地震等による広域的な災害に的確に対応し、被害の軽減を図るため、
司令塔機能をはじめ広域災害オペレーションを実施する「広域防災センター」の検
討を進めるため、広域防災拠点構想の現状について関係機関に対するヒアリングを
実施した。

④　良好な水環境の構築に向けた調査研究
　近年、河川や海における良好な水循環の回復、豊かな都市環境の創出など、水環
境に対する関心が一般市民も含め高まりつつある。名古屋においても堀川などの都
市河川における水質浄化や水辺空間の再生・創出について、行政機関はもとより、
企業、NPO、市民団体など、様々な機関が活動に取り組んでいる。
　こうした状況を踏まえ、ウォーターマジック構想を検証するとともに、関係行政
機関や市民団体など関係者の意見、ウォーターマジック懇談会の活動などを参考
に、名古屋の水辺空間の創出および再生のあり方などについて検討した。具体的に
は、2010年の堀川開削400年を念頭に、街づくりと一体となった実現の可能性の高
い効果的な取り組みを図ることを目的に、舟運観光を軸とした堀川関連水域の再生
提案、都心部での新たな水辺空間の創出、関係者間の連携のあり方などについて調
査研究した。

⑤　「ウォーターマジック構想」の実現に向けた促進活動
　水によって生まれ変わる地域づくり、街づくりを狙いとして本会が提唱した
「ウォーターマジックレポート」の実現に向け、産・官・学・市民団体等、堀川の
再生に取り組む様々な関係者が連携し、９月に「第５回堀川ウォーターマジック
フェスティバル」を開催した。今回は「堀川がつなぐ名古屋の魅力」をキャッチ
フレーズに、堀川沿川の様々な名古屋の「魅力スポット」や「人々」を繋ぐ「堀川
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水上バス体験」、また水辺空間の楽しさ、水の持つ不思議な力を体感していただく
「イタリア水辺音楽祭」、「納屋橋CAFE＆SHOP」をメイン行事に、全12行事を
実施した。参加団体・来場者ともに年々増加するなど、堀川の浄化・再生に対する
関心が高まっており、本フェスティバルの開催を通じて市民との交流の拡大が図ら
れた。

⑥　木曽川水系の整備強化
　木曽川水系連絡導水路事業については、平成20年度政府予算に事業費15億円が盛
り込まれ、建設に着手する見通しとなった。

⑸　社会資本整備促進に向けた調査研究
①　国際競争力強化に向けた中部の主要港湾の機能強化と管理・運営のあり方につ
いての調査研究
　産業の国際分業の一層の進展により、企業にとっては納期の短縮や物流コスト低
減の必要性が高まっている。また、アジアの近隣諸港の貨物取扱量の増加はわが国
の主要港湾をはるかに凌ぐスピードで増加しており、わが国港湾の相対的地位が低
下し、港湾の国際競争力の強化は喫緊の課題となっている。一方、国内においては
広域行政移行に向け、市町村合併の進展や道州制の検討が進められている。
　こうした国内外の大きな動きの中で、物流委員会において、国際競争力の強化に
繋がる港湾機能の強化とともに効率性の高い港湾運営のあり方について調査研究し
た。

３．内外の産業経済等に関する資料、情報を収集、配布し、併せて機関誌の発
行、講演会等の開催を行うこと。（定款第４条第３号関係）

⑴　会員サービスの拡充・強化
①　会員懇談会・新入会員との懇談会の開催
　会員の意見を事業方針・事業計画等に反映させるため、各地域において会員懇談
会を開催し、意見交換を行った。また、本会の活動への理解増進と会員相互の親睦
を図るため、新入会員との懇談会を初めて開催した。

②　会員増強活動
　本会の活動基盤を強化し、事業活動を円滑に推進するため、引き続き会員増強に
努め、新たに法人会員23社、団体会員１団体の入会を得た。
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③　機関誌の発行
　機関誌「中経連」を毎月１回発行し、会員に対して本会の活動状況などをわかり
やすく伝達すべく、情報提供に努めた。

④　シンポジウム、講演会等の開催
　経済問題など時宜に即した内容のシンポジウム、講演会を適宜開催した。

⑤　本会事業活動のPRツールの充実
　本会の概要ならびに事業活動などを広く一般に紹介するためのPRツールである
本会のパンフレットについて、役員改選を機に大幅な見直しを行い、内容の充実を
図った。

４．内外の産業経済界等との連絡提携を図ること。（定款第４条第４号関係）

⑴　関係機関・関係団体との交流促進
①　中部５県１市との個別首脳懇談会
　中部５県１市の首脳部（首長ほか幹部）との懇談会を開催し、本会からは、川口
会長、須田評議員会議長、副会長数名が出席した。
　　　　　　　４月18日　静岡県幹部との懇談会
　　　　　　　４月25日　名古屋市首脳部との懇談会
　　　　　　　５月31日　長野県首脳部との懇談会
　　　平成20年２月19日　岐阜県首脳部との懇談会
　　　　　　　２月22日　三重県首脳部との懇談会
　　　　　　　３月19日　愛知県首脳部との懇談会
　懇談会では、本会からは新年度の事業計画骨子案について、各自治体からは重点
施策について、それぞれ説明が行われた。続いて、自由懇談に入り、社会資本整
備、産業の振興、広域観光の推進、地方分権・道州制の推進等について意見交換が
行われ、本会の事業活動に対する各自治体への理解増進を図った。

②　西日本経済協議会
　西日本の６経済連合会（中部、北陸、関西、中国、四国、九州）で構成する西日
本経済協議会は、㈳関西経済連合会が幹事となり９月に「地域の自立と連携による
日本の新たな発展－西日本からの提言－」を統一テーマとして、第49回総会を大阪
市内で開催した。
　11月には下妻博関経連会長、川口会長をはじめ６経済連合会の会長が、総会決議
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にもとづき、地域活性化に資する国土形成計画の策定と地方分権の一層の推進等に
ついて、福田康夫内閣総理大臣および関係閣僚ならびに自民党三役に要望した。

③　東海地方経済懇談会
　本会と㈳日本経済団体連合会、東海商工会議所連合会共催の東海地方経済懇談会
を「成長創造～国民一人ひとりが豊かさを享受できる『希望の国』の実現に向けて
～」を基本テーマに、平成20年２月、名古屋市内において開催した。
　当日は、御手洗冨士夫日本経団連会長、川口会長はじめ各団体の役員、会員約
180名が参加し、税制や少子化などわが国が直面する課題や地球環境問題等につい
て、活発な意見交換が行われた。本会からは、佐々副会長が道州制に関する活動報
告を行った他、岩田副会長、神尾副会長ならびに木下副会長がそれぞれ産業振興、
人材育成、広域観光について意見を発表した。

④　北陸経済連合会との懇談会
　本会と北陸経済連合会との第30回懇談会を「北陸・中部両地域の新たな交流・連
携時代に向けて」を基本テーマに、平成20年３月、名古屋市内において開催した。
　東海北陸自動車道の全線開通を見越して、当日は、本会から川口会長はじめ65
名、北経連から新木富士雄会長はじめ16名と、多数の参加者を集めた。
　はじめに、来賓の大辻義弘経済産業省中部経済産業局長から「中部と北陸の連携
強化による発展の可能性にいて」と題して基調講演を行い、つづいて、経済懇談会
では、交流・連携の強化、産業振興について、それぞれ両団体より意見交換を行っ
た。

⑵　中部の活性化に資するプロジェクト・イベントへの協力
　本会では、中部の発展に資するため、様々な地域イベントに対する積極的な後援も
しくは実行委員会への参画等による支援・協力を実施している。対象は、各種シンポ
ジウムからコンサートに至るまで多岐に及んでおり、本年度は延べ96件に対して支
援・協力を行った。

⑶　国際交流の推進ならびに海外へのPR活動
①　海外諸国との相互理解・国際交流の増進
ⅰ　北米経済視察団（エアポートセールス）の派遣
　９月16日～27日の12日間、北米経済視察団（団長：川口会長、副団長：平野幸
久中部国際空港㈱取締役会長、小林副会長、総勢32名）をアメリカ合衆国、カナ
ダの２カ国へ派遣した。
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　本視察団では、一昨年度、昨年度に引き続き、中部国際空港㈱と協力して、北
米のノースウェスト航空、エア・カナダ、コンチネンタル航空、ユナイテッド航
空、UPSの５つの航空会社の首脳と懇談し、新規就航や路線の再開を要請した。
同時に、中部地域と経済的・人的交流の盛んな両国の諸都市を視察するととも
に、訪問先の政府機関・現地企業等と懇談し、相互の理解を深めた。
　また、12月には報告書を作成し、会員企業および関係機関に配布した。 

ⅱ　欧州経済調査団の派遣
　10月16日～25日の10日間、㈶中部産業活性化センターと共同で、海外経済調査
団（団長：小林宏之㈶中部産業活性化センター専務理事、総勢８名）を英国、フ
ランス共和国、ベルギー王国、オランダ王国の４カ国へ派遣した。
　本調査団では、欧州委員会が主導して平成21年の発効を目指しているCSRの規
格化(ISO26000シリーズ)への動き、欧州におけるCSRの取り組み状況などについ
て調査した。同時に、中部地域と経済的・人的交流の盛んな４カ国の諸都市を視
察するとともに、訪問先の現地日系企業・政府機関等と懇談し、相互理解を深め
た。
　また、平成20年２月には報告書を作成し、会員企業および関係機関に配布した。

ⅲ　海外政府機関の代表者などによる表敬訪問の受け入れ
　海外政府機関の代表者等との交流として、メキシコ合衆国バハ・カリフォルニ
ア州知事（５月）、メキシコ合衆国メキシコ州政府一行（11月）、アメリカ合衆
国通商副代表補（12月）、駐日フランス共和国大使館対仏投資庁日本事務所代表
（12月）、ラオス人民民主共和国副首相兼外務大臣一行（１月）、駐名オースト
ラリア領事館領事（３月）の訪問を受け入れ、当該国と中部地域との交流促進等
に向けて意見交換を行った。

ⅳ　セミナー・イベント等の共催・後援
　本会では、下記のセミナー・イベント等を共催・後援した。
＜共催＞
　海外進出企業のための危機管理セミナー（６月）
＜後援＞
　中国・広州日系自動車産業と逆見本市セミナー（５月）
　オーストリア投資セミナー（５月）
　欧州最新ビジネスセミナー（７月）
　帰国生のための学校説明会・相談会（７月）
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　フランス・アルザス次世代自動車セミナー（10月）
　バイオエタノールセミナー（10月）
　米国税務会計の一般常識及びイリノイ州における投資環境セミナー（12月）
　アジア人財資金構想推進フォーラム IN 東海（12月）
　第２回名古屋中国春節祭（平成20年２月） 
　アジア太平洋ゲートウエイフォーラム（平成20年３月）
　フランス・ビジネス環境セミナー（平成20年３月）

ⅴ　名古屋国際交流懇談会の開催
　本会は、11月16日、愛知県、名古屋市、名古屋港管理組合、名古屋商工会議所
とともに、第15回名古屋国際交流懇談会を名古屋市公館で開催した。本懇談会の
開催にあたり、当地域と関わりの深い各国の駐日大使館、総領事館等の外国公
館に案内し、当日は南アフリカ共和国特命全権大使、ルーマニア特命全権大使、
フィンランド共和国特命全権大使、スウェーデン王国特命全権大使、オーストリ
ア共和国特命全権大使の５カ国の駐日大使、６カ国の総領事・公使の他、地元側
からも駐名（総）領事、名誉領事、主催者等、約130名が出席し親睦を深めた。

②　多文化共生社会の実現に向けた環境整備
　平成元年の「出入国管理及び難民認定法」の改正により、日系南米人を中心にわ
が国の外国人登録者数は急増している。特に、製造業への就労機会の多い当地域に
は、日系ブラジル人が多く集住し、今後も増加と定住化が進むと見込まれている。
しかし、国、地方自治体とも、受け入れ体制が追いつかず、就労、教育、医療、地
域社会への適応等、様々な問題を生じている。
　このような状況下において、厚生労働省は10月に企業に対し外国人労働者の雇
用・離職時における在留資格の届出等を法制化し、３県１市（愛知県、岐阜県、三
重県、名古屋市）は、これを受けて外国人労働者の社会地域への適応促進と雇用環
境の改善を図ることを目的とした憲章を策定した。この法改正や憲章制定の経緯や
目的等について、本会役員会や会報等で会員企業に案内した。

③　海外子女教育相談室の開催
　８件（14名）の相談を行った。
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５．前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業を行
うこと（定款第４条第５号関係）

⑴　「新規事業支援機構」の活動
　①　活動概要
　中経連新規事業支援機構は、その前身であるベンチャービジネス支援センターと
して、平成11年４月に設置以降、会員企業と独自の「情報支援ネット」で結び、
「技術評価と販路開拓」に対する支援活動を展開し、これまでに約1,600件の支援
依頼に対応してきた。
　また、本支援機構ではより広域の販路開拓支援を目指し、北海道から九州までの
８経済連合会の参加を得て、「経済連合会新規事業支援担当者連絡会」を７月に開
催し、全国をカバーする支援連携を構築した他、地域の支援機関同士の連携活動と
して民間支援機関連絡会を継続実施し、支援機関のつなぎ役としての活動や合同イ
ベントの開催など広域的な活動を実施してきた。また、経済産業省の新産業創出施
策である「産業クラスター計画」の推進に当たっては、推進機関である「東海もの
づくり創生協議会」の事務局として、㈶中部科学技術センターおよび中部経済産業
局と協働して活動し、ものづくりにおける地域の支援活動の先導役としての役割を
果たした。

②　支援活動の推進
　本支援機構では、大学などの技術シーズの移転、提案技術の評価と開発パート
ナー紹介、製品評価と販路開拓、ビジネスプランの精査・協力機関の紹介などの支
援活動を継続実施するとともに、最近多くなっている大学発シーズや第２創業への
支援依頼に対応し、情報支援ネットの有効活用、ベンチャーおよび中小企業への訪
問指導などその活動内容を充実させた。
　また、昨年度に引き続き、「ものづくり」における新規事業への挑戦と成功をた
たえる「新規事業中経連大賞」（実行委員長：川口会長）表彰、および企業・大
学・研究機関などのニーズ・シーズの融合による新規事業創出を目指した「中経連
テクノフェア」の開催など、地域の支援機関、他経済団体との連携、交流範囲拡大
により、マーケティング支援を強化し、新産業を担う新規事業の創出育成に努めた。
　さらに、会員企業間のコラボレーションによる新規事業の創出を目指した「ビジ
ネスコラボレーションフォーラム」、新規事業支援担当者を対象とした「新規事業
支援者セミナー」の継続開催などを通じ、会員企業との連携・啓発に努めるととも
に、地域の支援機関、大学、TLO機関との連携の強化を図り、中部地域における
中核的支援機関としての活動に努めた。
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③　新産業創出施策への協力
　㈶中部科学技術センターおよび中部経済産業局と協働して事務局を担務し、経済
産業省の産業クラスター計画に基づく東海ものづくり創生協議会活動の中核的支援
機関として協力・推進した。今年度はネットワークの形成、連携の促進および販路
開拓支援などの事業に力を入れた活動を推進した。
　さらに、「キャンパスベンチャーグランプリ中部」の審査委員、「創業・ベン
チャー国民フォーラム地域協議会」における検討委員会の委員として参加・協力し
た。
　また、地域の金融機関による資金的バックアップ体制の確立に向けた産業クラス
ターサポート金融会議や、知的クラスター事業との連携を深めるなど、ベンチャー
から既存の中堅・中小企業および大手企業の新規事業までを対象に、産学官の連携
した体制づくりに努め、新産業創出への支援事業を積極的に推進した。


